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「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の一部 

改正について 

 

 今般、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」（令和２

年４月１日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定。以下「手続規程」

という。）の別表、別紙リスト及び別紙について、 

①食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 46 号。以下「改正食品

衛生法」という。）の施行 

②農林水産省組織令（平成 12 年政令第 253 号）の改正 

③その他所要 

に伴う一部改正を別添のとおり行いましたので、御了知の上、対応方よろしくお

願いします。また、関係事業者への周知等について特段の御配慮をお願いします。 

 
 
 

 



 

（別添） 

 

変更箇所 変更内容 

 別表 1「主務大臣による輸出証明

書の発行等に係る手続」 

・シンガポール：酒類（別紙 ZZ-L1）

（財）を削除。 

 別表 2「都道府県知事等による輸

出証明書の発行等に係る手続」 

・タイ：青果物（別紙 TH-P2）（農）を

青果物（別紙 TH-P1）（農）に統合。 

 別表 3「登録認定機関による適合

施設の認定の発行等に係る手

続」 

・タイ：青果物（別紙 TH-P3）（農）を

青果物（別紙 TH-P1）（農）に統合。 

 別紙リスト ・タイ：TH-P2 及び TH-P3 を削除。 

 別紙 US-A1「アメリカ合衆国向け

輸出食肉の取扱要綱 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 US-S1「アメリカ合衆国向け

輸出水産食品の取扱要綱」 

・別添４（指名食品衛生監視員講習プ

ログラム）を追加。 

・その他所要の改正。 

 別紙 AE-A1「アラブ首長国連邦向

け輸出牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 AR-A1「アルゼンチン向け輸

出食肉の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 IN-S1「インド向け輸出水産

食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 ID-A1「インドネシア向け輸

出牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 ID-S1「インドネシア向け輸

出水産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 UA-S1「ウクライナ向け輸出

水産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 UY-A1「ウルグアイ向け輸出

食肉の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 



 

 別紙 EU-A1「英国、欧州連合、ス

イス、リヒテンシュタイン及び

ノルウェー向け輸出食肉の取扱

要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 EU-S1「英国、欧州連合、ス

イス及びノルウェー向け輸出水

産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

・EU 規則改正及び Brexit に伴い、別

紙様式８の衛生証明書申請書様式に

「製造日」の記載を追加。別添４－１

「魚病に関する証明事項の記載方法

について」を修正。 

・EU 規則の二枚貝の生産海域に係る

公的管理に関する改正に伴い、本文９

の貝類衛生対策委員会について、既存

の組織体の活用を可とする旨の追記。

別添８－１の第９に大腸菌の検査方

法について変更、A クラス海域の基準

を変更、生産海域の指定及び中継海域

の認定をする場合に実施する衛生調

査の記載を変更。別添８－２の貝毒検

査法について変更。 

・本文７－１の生産漁船の認定に係る

手続等のうち、生産漁船の認定に際し

て現地調査を不要とするとともに、認

定後の定期的な確認について、年に１

回以上の監視を漁船法に基づく検認

とする旨の修正。併せて別添３－４の

生産漁船についてのチェックリスト

のチェック項目から漁船に関して確

認する情報を、漁船原簿で確認、漁船

の構造設備については写真あるいは

検認時の確認とする旨の修正。 

 



 

 ・スクリーニング機関の規定につい

て、本文１０のスクリーニング機関に

関する規定及び別紙４３のスクリー

ニング機関の認定に係る様式を削除。

別添１１のスクリーニング機関の規

定を修正。 
・その他所要の改正。 

 別紙 EU-C1「欧州連合、スイス、

リヒテンシュタイン及びノルウ

ェー向け輸出混合食品の取扱要

綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 AU-S1「オーストラリア向け

輸出水産食品及び輸出養殖等用

飼料の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 QA-A1「カタール向け輸出牛

肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 CA-A1「カナダ向け輸出牛肉

の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 SA-A1「サウジアラビア向け

輸出牛肉の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

・輸送時の温度管理及び第３国経由で

の輸送に係る留意事項並びに輸送コ

ンテナの封印に係る規定を追記。 

 別紙 SA-S1「サウジアラビア向け

輸出水産食品の取扱要綱」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

・その他所要の改正。 

 別紙 SG-A1「シンガポール向け輸

出食肉の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 SG-A2「シンガポール向け輸

出食肉製品等の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 SG-A3「シンガポール向け輸

出家きん肉、家きん肉製品及び

家きん卵製品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 



 

 別紙 SG-A4「シンガポール向け輸

出家きん卵製品（レトルト食品

及び缶詰）の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 TH-A1「タイ向け輸出牛肉の

取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 TH-A2「タイ向け輸出豚肉の

取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 TH-P1「タイ向け輸出青果物

の取扱要綱（国）」、別紙 TH-P2「タ

イ向け輸出青果物の取扱要綱

（都道府県向け）」、別紙 TH-P3

「タイ向け輸出青果物の取扱要

綱（登録認定機関）」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

・別紙 TH-P1「タイ向け輸出青果物の

取扱要綱（国）」、別紙 TH-P2「タイ向

け輸出青果物の取扱要綱（都道府県向

け）」、別紙 TH-P3「タイ向け輸出青果

物の取扱要綱（登録認定機関）」を別紙

TH-P1「タイ向け輸出青果物の取扱要

綱」に統合。 

・3 本の要綱で規定されていた内容の

うち、事業者が必要な手続き等につい

て本要綱で規定し、地方農政局等での

手続き等については、別途、事務処理

要領で規定。 

・別紙 TH-P1「タイ向け輸出青果物の

取扱要綱（国）」で規定していた公募を

廃止し、申請を常時受け付けに変更。 

・タイ告示 420 号により GMP 証明書の

添付がすべての食品に求められるこ

とに伴い、本要綱の対象品目を、タイ

告示386号に規定されている品目から

すべての青果物に拡大。 

・都道府県が発行する認定証明書の署

名者の変更に係る手続きを明記。 

 別紙 KR-A1「大韓民国向け輸出殻

付き家きん卵の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 KR-A2「大韓民国向け輸出畜

産加工品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 



 

 別紙 KR-S1「大韓民国向け輸出水

産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 TW-A1「台湾向け輸出牛肉の

取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 TW-S1「台湾向け輸出貝類の

取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 CN-A1「中華人民共和国向け

輸出乳及び乳製品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 CN-S1「中華人民共和国向け

輸出水産食品の取扱要綱」 

・所要の改正。 

 

 別紙 NG-S1「ナイジェリア向け輸

出水産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

・別添４について、輸出者の利便性向

上のため、輸出者が官能検査の検証を

行う際、施設認定申請先以外の証明書

発行機関が実施する官能検査を受検

することを可能とする。 

・その他所要の改正。  

 別紙 NZ-S1「ニュージーランド向

け輸出二枚貝の取扱要綱」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局に改正。 

 別紙 BH-A1「バーレーン向け輸出

牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 PH-A1「フィリピン向け輸出

牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 BR-A1「ブラジル向け輸出牛

肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 BR-S1「ブラジル向け輸出水

産食品（食品衛生）の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・その他所要の改正。 

 別紙 BR-S2「ブラジル向け輸出水

産食品（動物衛生）の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 



 

 別紙 BR-V1「ブラジル向け輸出清

涼飲料水等の取扱要綱」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局に改正。 

 別紙 VN-A1「ベトナム向け輸出食

鳥肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 VN-A2「ベトナム向け輸出食

肉の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 VN-S1「ベトナム向け輸出水

産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 VN-S1-1「ベトナム向け輸出

水産食品の羽田空港における衛

生証明書の取扱いについて」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 PE-S1「ペルー向け輸出水産

食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

・その他所要の改正。 

 別紙 HK-A1「香港向け輸出牛肉の

取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 HK-A2「香港向け輸出豚肉及

び家きん肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「輸出食肉」に「スライス加工したも

の」を含むことを追記。 

 別紙 HK-A4「香港向け輸出アイス

クリーム類等の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 HK-A5「香港向け輸出乳、乳

飲料及びクリームの取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 MO-A1「マカオ向け輸出牛肉

の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 MO-A2「マカオ向け輸出豚肉

の取扱要綱」 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 MY-A1「マレーシア向け輸出

牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 
 
 



 

 別紙 MY-S1「マレーシア向け輸出

畜水産食品の取扱要綱」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 MM-A1「ミャンマー向け輸出

牛肉の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・「分割」に「スライス加工」を含むこ

とを追記。 

 別紙 MX-S1「メキシコ向け輸出水

産食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 RU-S1「ロシア向け輸出水産

食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 ZZ-L1「酒類に関する輸出証

明書の発行要綱」 

・別紙２（シンガポール）を削除し、

別紙番号を繰上げ。 

・その他所要の改正。 

 別紙 ZZ-A1「輸出食肉製品の取扱

要綱（シンガポール及び台湾向

け）」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 別紙 ZZ-O1「輸出証明書発給シス

テムについて」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、申請様式等について、食料産業局

を輸出・国際局、輸出先国規制対策課

を輸出支援課に改正。 

 別紙 ZZ-O2「食品等に関する放射

性物質検査証明書等の発行要

綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文、様式等について、食料産業局を輸

出・国際局に改正。 

・本文、別紙等について、シンガポー

ルに関連する記述を削除。 

・その他所要の改正。 

 別紙 ZZ-O3「輸出食品に関する自

由販売証明書の発行要綱」 

・申請様式等について、所要の改正。 

 別紙 ZZ-O4「政府間の取り決めに

よらない輸出国向け輸出国向け

輸出食品の取扱要綱」 

・改正食品衛生法の施行に伴う改正。 

 

 



 

 別紙 ZZ-S1「輸出される水産物に

関する都道府県等による証明書

の発行要綱」 

・農林水産省組織令の改正に伴い、本

文及び様式について、食料産業局を輸

出・国際局に改正。 

・本文について、シンガポールに関連

する記述を削除。 

 

 

 
 


